
で

合志市の情報を配信中

手順➀ �チャンネル（RKKテレビ）を視聴します
手順➁ リモコンのdボタンを押します
手順➂ デタポンを選び決定を押します
●問い合わせ先　企画課　☎���-���-����

デタポンとは RKKテレビのデータ放送で
いつでも合志市からの情報を確認できます。
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INFORMATION　催しなど掲載内容が変更になる場合があります。最新情報はホームページを確認してください。 問 問い合わせ先　 申 申し込み先　 ヴ ヴィーブル内　インフォメーション

『
盛
土
規
制
法
』に
基
づ
く

手
続
き
が
必
要
で
す

県
で
は
、
4
月
1
日
㈫（
予
定
）か
ら
、

盛
土
規
制
法
の
運
用
が
始
ま
り
ま
す
。

▼
ポ
イ
ン
ト

① 

盛
土
規
制
法
に
基
づ
き
、
県
全
域
を
原

則
規
制
区
域
に
指
定
し
ま
す
。

規
制
区
域
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど

で
公
開
予
定
で
す
。

※
現
在
、
規
制
区
域（
案
）を
公
開
中

② 

4
月
1
日
㈫（
予
定
）か
ら
新
た
に
、
一

定
規
模
以
上
の
盛
土
や
切
土
、
土
砂
の

仮
置
き
な
ど
を
す
る
場
合
、
事
前
に
許

可
・
届
け
出
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

③ 

盛
土
な
ど
が
行
な
わ
れ
て
い
る
土
地
の

所
有
者
な
ど
は
、
そ
の
土
地
を
安
全
な

状
態
に
維
持
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

土
地
の
安
全
管
理
に
努
め
て
く
だ
さ

い
。

※ 

土
地
の
所
有
者
な
ど
は
、
土
地
の
所
有

者
、
管
理
者
、
占
有
者
を
指
し
ま
す

▼
許
可
・
届
け
出
が
必
要
と
な
る
行
為

住
宅
や
駐
車
場
、
資
材
置
き
場
な
ど
の

盛
土
・
切
土
の
工
事
は
、
一
定
規
模
以

上
の
場
合
、
許
可
・
届
け
出
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

加
え
て
、
そ
の
工
事
に
関
連
す
る
行
為

も
許
可
・
届
け
出
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

▼
現
在
着
手
し
て
い
る
工
事
の
手
続
き

① 

運
用
開
始
前
ま
で
に
盛
土
な
ど
の
工
事

が
完
了
す
る
場
合
は
、
手
続
き
不
要
で

す
② 

運
用
開
始
前
に
造
成
工
事
に
着
手
し
、

運
用
開
始
以
降
も
継
続
し
て
行
な
う
盛

土
・
切
土
工
事
や
土
砂
の
仮
置
き
は
、

4
月
1
日
㈫（
予
定
）～
22
日
㈫（
予
定
）

ま
で
の
間
に
、
工
事

内
容
の
届
け
出
が
必

要
で
す
。

問
県
建
築
課

☎
0
9
6（
3
3
3
）2
5
4
2

都
市
計
画
課

☎
0
9
6（
2
4
8
）3
8
5
5

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座

意
思
疎
通
支
援
を
行
な
う
手
話
通
訳
者

を
養
成
し
ま
す
。

▼
と
き

・
入
門
課
程（
20
日
程
度
）

4
月
9
日
～
8
月
20
日

・
基
礎
課
程（
25
日
程
度
）

9
月
10
日
～
令
和
8
年
3
月
18
日

※ 

各
回
と
も
期
間
中
毎
週
水
曜
日
の
午
後

7
時
～
9
時
に
開
催

▼
と
こ
ろ　

栄
市
民
セ
ン
タ
ー
み
ど
り
館

▼
受
講
料

無
料（
テ
キ
ス
ト
代
な
ど
8
5
9
0
円

は
自
己
負
担
）

▼
受
講
資
格

高
等
学
校
卒
業
以
上
の
学
力
が
あ
り
、

手
話
通
訳
活
動
が
で
き
る
人
。
高
校
生

は
令
和
8
年
3
月
卒
業
見
込
み
の
人
。

※ 

基
礎
課
程
受
講
者
は
入
門
課
程
を
履
修

し
た
人
に
限
り
ま
す

▼
申
込
方
法

テ
キ
ス
ト
代
を
添
え
て
講
座
初
日
に
会

場
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
問
県
ろ
う
者
福
祉
協
会

☎
0
9
6（
3
8
3
）5
5
8
7

N
0
9
6（
3
8
4
）5
9
3
7

国
税
専
門
官
採
用
試
験

受
験
者
募
集

人
事
院
と
国
税
庁
は
、
国
税
専
門
官
採

用
試
験（
大
学
卒
業
程
度
）の
受
験
者
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

受
験
資
格
な
ど
の
詳
し
い
情
報
は
、
人

事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
国
家
公
務
員
試
験

採
用
情
報
N
A
V
I
）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
受
付

2
月
20
日
㈭
～
3
月
24
日
㈪

問
人
事
院
人
材
局
試
験
課

☎
0
3（
3
5
8
1
）5
3
1
1

内
線
2
3
3
2

第
37
回
熊
本
県
さ
わ
や
か
囲
碁
・

将
棋
大
会（
旧
熊
本
県
シ
ル
バ
ー

囲
碁
・
将
棋
大
会
）参
加
者
募
集

高
齢
者
の
相
互
交
流
と
生
き
が
い
づ
く

り
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
第
37
回

熊
本
県
さ
わ
や
か
囲
碁
・
将
棋
大
会（
旧

熊
本
県
シ
ル
バ
ー
囲
碁
・
将
棋
大
会
）を

開
催
し
ま
す
。

▼
と
き

囲
碁
の
部　

5
月
31
日
㈯

将
棋
の
部　

6
月
1
日
㈰

開
会
式　

午
前
9
時
30
分

▼
と
こ
ろ

県
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー（
熊
本
市
中
央

区
南
千
反
畑
町
3

－

7
）

▼
種
目

囲
碁

・
男
子
上
級
の
部（
4
段
以
上
）

・
男
子
中
級
の
部（
3
・
2
段
）

・
男
子
初
級
の
部（
初
段
以
下
）

・
女
子
の
部

将
棋

・
上
級
の
部（
2
段
以
上
）

・
一
般
の
部（
初
段
以
下
）

※ 

上
級
の
部
、
女
子
の
部
は
、
令
和
7
年

秋
に
開
催
予
定
の
第
37
回
全
国
健
康
福

祉
祭
ぎ
ふ
大
会（
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
岐

阜
2
0
2
5
）の
派
遣
選
手
選
考
会
を

兼
ね
ま
す

▼
募
集
定
員

囲
碁
1
4
0
人

将
棋
70
人

▼
参
加
資
格

県
内
在
住
で
、
令
和
8
年
4
月
1
日
時

点
で
60
歳
以
上
の
ア
マ
チ
ュ
ア
の
人

▼
募
集
期
間

3
月
10
日
㈪
～
4
月
18
日
㈮

※
当
日
消
印
有
効

▼
参
加
費　

1
0
0
0
円

※
払
込
取
扱
票
に
て
事
前
納
入

▼
申
込
方
法

高
齢
者
支
援
課
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
班

に
配
置
す
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
で
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申
問（
一
財
）熊
本
さ
わ
や
か
長
寿
財
団

☎
0
9
6（
3
5
4
）3
0
8
3

市
郷
土
史
愛
好
会
会
員
募
集

い
に
し
え
の
歴
史
遺
産
巡
り
や
郷
土
の

歴
史
を
振
り
返
る
た
め
に
、
学
習
会
や
史

跡
探
訪
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

歴
史
に
関
心
の
あ
る
人
や
仲
間
と
一
緒

に
楽
し
く
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

申
問
市
郷
土
史
愛
好
会

東
支
部
長　

嶋
田

☎
0
9
6（
2
4
8
）0
5
2
9

西
支
部
長　

星
子

☎
0
9
6（
2
0
0
）6
3
4
1

市
歩
こ
う
会
会
員
募
集

『
健
康
づ
く
り
、
仲
間
作
り
、
見
聞
を

広
め
る
』を
モ
ッ
ト
ー
に
1
4
0
人
の
会

員
が
月
1
回
九
州
内
を
登
山
、
オ
ル
レ
、

フ
ッ
ト
パ
ス
を
中
心
に
各
地
を
歩
い
て
い

ま
す
。

心
身
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
に
一
緒
に
歩
い

て
み
ま
せ
ん
か
。

申
問
市
歩
こ
う
会

西
合
志
支
部
長　

上
村

☎
0
9
6（
2
4
2
）0
7
6
8

地
域
と
と
も
に　

未
来
を
ひ
ら
く

我
ら
防
人

西
部
方
面
隊
創
隊
69
周
年
記
念
行
事
を

実
施
し
ま
す
。

▼
と
き　

3
月
2
日
㈰

午
前
9
時
～
午
後
3
時

▼
と
こ
ろ　

健
軍
駐
屯
地

（
熊
本
市
東
区
東
町
1

－

1

－

1
）

▼	

内
容　

記
念
式
典
、
観
閲
行
進
、
装
備

品
展
示
、
戦
車
・
装
輪
車
の
体
験
試
乗

を
予
定
。

詳
し
く
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

問
西
部
方
面
総
監
部
総
務
部
広
報
室

☎
0
9
6（
3
6
8
）5
1
1
1

▲県ホームページ

▲人事院
　ホームページ

▲国税局
　採用情報

▼許可・届け出が必要となる行為（事例）

造成工事
宅地や駐車場、資材置き場などのため
の盛土・切土

土砂の採取
山から土砂を切り
出す行為

土砂ストックヤード
への搬入
土砂を搬入し仮置く行為

残土処分場
に搬入し土
砂を処分す
る行為

▲西部方面隊
　ホームページ


